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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年６月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年２月１７日 ２０時００分ごろ～２月１８日 ０６

時４５分ごろの間） 

発生場所 不明（鳥取県湯
ゆ

梨浜
り は ま

町沖～同県北栄
ほくえい

町沖の間） 

事故調査の経過  平成２５年２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二宮慶
みやよし

丸、４.９３トン 

 ＴＴ３－７０００（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.５４ｍ（Lr）×２.３８ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５７年１月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録 日 昭和５１年５月２１日 

  免許証交付日 平成２１年１月２３日 

         （平成２６年２月１３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、小型底びき網漁のため、湯梨浜町

泊
とまり

漁港を出港し、船長から、平成２５年２月１７日２０時００分ご

ろ携帯電話で船長の家族に連絡があった。 

船長の家族は、２３時及び１８日００時３０分ごろ、船長に電話し

たものの、連絡が取れなかったので心配になり、０３時ごろ僚船の船

長と相談し、０５時１０分ごろ所属する漁業協同組合が海上保安部に

１１８番通報した。 

 巡視船艇と共に捜索に当たっていた僚船は、０６時４５分ごろ、湯

梨浜町所在の泊灯台から真方位３３０°１０.８海里付近において、

本船の操舵室右舷側に設置された漁網巻揚げローラー（以下「本件ロ

ーラー」という。）に左腕を巻き込まれ、身体全体に引き綱が絡んだ

状態の船長を発見した。 

 本船は、僚船にえい
．．

航されて泊漁港に帰港した。 
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船長の死因は、凍死であり、死亡推定時刻は、２月１８日０１時０

０分ごろと検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南東、風力 ３、気温 約１～２℃、視界 

良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、約５６年間漁業に携わり、ふだん、１７時００分ごろ出港

し、泊漁港付近の湯梨浜町沖～北栄町沖で小型底びき網漁を行い、翌

日の０３時３０分ごろ帰港していた。 

 船長の健康状態は、良好であった。 

 引き綱は、直径約１５㎜のクレモナ製であり、長さが約１００ｍで

あった。 

 本船は、右舷船尾側から漁網等を投下し、右舷船首側から本件ロー

ラーで揚網を行い、引き綱が船尾甲板、漁網が船首甲板に置かれるよ

うになっていた。 

本船は、発見当時、機関及び本件ローラーは停止状態であり、引き

綱をほぼ揚げ終わり、漁網を揚げる段階であった。 

船長は、カッパ上下及びゴム手袋を着用し、長靴を履いていた。 

人は、体熱の放散が熱産生を上回り、体温調節機能の限界を超えれ

ば、体温が低下して全身の機能障害に陥る。それが更に進行して死に

至った場合を凍死（寒冷死）という。 

凍死のリスク・ファクターは、次のとおりである。 

(1) 低気温：気温が低いほど凍死しやすい。最低気温が１０℃以 

下であれば、他の条件によっては危険である。 

 (2)  大気の流れ：風速が速い場合や風通しがよい場所では熱の放 

散が促進される。 

(3)  着衣等：薄着であれば、凍死しやすい。 

(4)  湿潤環境：身体、着衣及び周囲の構造物が濡れている場合は 

熱の放散が促進される。 

(5)  年齢：高齢者、小児及び病人は凍死しやすい。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、凍死であった。 

 本船は、湯梨浜町沖～北栄町沖での小型底びき網漁のため、泊漁港

を出港したのち、１７日２０時００分ごろ船長が船長の家族に連絡

し、１８日０６時４５分ごろ、湯梨浜町所在の泊灯台北北西方沖にお

いて、船長が本件ローラーに左腕を巻き込まれ、身体全体に引き綱が

絡んだ状態で発見されたので、この間において、湯梨浜町沖～北栄町

沖で揚網作業中、船長が、本件ローラーに左腕を巻き込まれたことか
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ら、身体全体に引き綱が絡み、凍死するに至ったものと考えられる

が、巻き込まれた状況を明らかにすることはできなかった。  

原因  本事故は、本船が湯梨浜町沖～北栄町沖において揚網作業中、船長

が本件ローラーに左腕を巻き込まれたため、発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・揚網作業中においては、できる限り、漁網巻揚げローラーから離

れて作業を行うこと。 

 


